
 

 

 

 

 

「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」（バリアフリー法）にお

いて、市町村は、国が定める基本方針に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の

区域内の旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集まった

地区について、移動等円滑化の促進に関する方針（マスタープラン）及び移動等円滑

化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想（バリアフリー基本構

想）を作成するよう努めるものとされています。 

マスタープラン・バリアフリー基本構想の作成により、高齢者、障害者等の当事者

の意見を反映させた面的・一体的なバリアフリーのまちづくりが可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 東北運輸局  

交通政策部 共生社会推進課 



【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）とは
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• マスタープランの位置づけ、マスタープラン作成の背景、移動等円滑化促進地区の特性、マスタープランの計画期間等を記載。

●生活関連施設・生活関連経路
• 生活関連施設、生活関連経
路を位置づけ。

• 生活関連施設、生活関連経
路に関するバリアフリー化の促
進に関する事項を記載。

●移動等円滑化の促進に関する事項
• 移動等円滑化促進地区における
バリアフリー化の促進に関する事項
を記載。

• 旅客施設、道路の新設等の際に届け出る事項を記載。 • 市町村の求めに応じて提供すべき情報の内容等を記載。

●移動等円滑化促進地区の位置・区域
• 移動等円滑化促進地区の位置、地区の範囲、
地区の境界設定の考え方を記載。

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針

◎ 移動等円滑化促進地区

◎ 行為の届出に関する事項 ○ バリアフリーマップの作成等に関する事項

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等※が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリア
フリー化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

●移動等円滑化の促進に関する住民その他の関係者の理解の増進及び移動
等円滑化の実施に関するこれらの者の協力の確保に関する事項
• 住民その他の関係者における障害の理解や協力の必要性・重要性を記載。
• 住民その他の関係者が取り組むべき「心のバリアフリー」に関する取組を記載。

［R2.6.19追加］

※高齢者、障害者等：高齢者、全ての障害者（身体障害者のみならず知的障害者、精神障害者、及び発達障害者
を含む。）及び妊産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれる。



【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

移動等円滑化促進方針（マスタープラン）作成のメリット

○ 事業に関する調整の容易化

○ バリアフリーマップ作成等の円滑化
• マスタープランにバリアフリーマップの作成等について明記し
た場合、各施設の管理者等からバリアフリー化の状況等
を報告させることができ、円滑な情報収集が可能となる。

• 市町村が目指すバリアフリー化の方向性を示すことにより、
複数の関係者間で認識が共有され、事業者に事業化
に向けた準備期間を設けることができる。

• 後述の届出制度を通じて事業者との調整が可能となる
など、段階的な施設のバリアフリー整備が可能となる。

○ 道路や公園等のバリアフリー化に対する交付金の重点配分
• 道路事業や市街地整備事業、都市公園・緑地等事業等において
歩行空間の整備や公園施設のユニバーサルデザイン化を図る場合、
マスタープランに位置づけられた地区は、社会資本整備総合交付金
等の重点配分の対象となる。

バリアフリーマップの作成例（高槻市）

対象施設
義 務：旅客施設、特定道路
努力義務：特定路外駐車場、特定公園施設、特別特定建築物

情報提供の内容 エレベーターの有無／障害者対応のトイレ
や駐車施設の有無・数 等

以下の施設の管理者等に求めることができる
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○ 当事者のまちづくりへの参加
• 地域住民である高齢者、障害者等の意見反映措置に
より、当事者参加による誰もが参加しやすいまちづくりが
可能となる。

○ 届出制度による交通結節点における施設間連携の推進
• 旅客施設と道路の境界等において改修等を行う場合に、事前に改
修工事の内容等を市町村に届け出てもらうことが可能となり、連続
したバリアフリー化が確保されるよう改修内容を変更する等の要請を
行うことができるなど、施設間の連携を図ることができる。

届出対象範囲
●生活関連施設である旅客施設：
・他の生活関連旅客施設
・生活関連経路を構成する道
路法による道路又は市町村
が指定する一般交通用施設

●生活関連経路である道路：
・生活関連旅客施設
・市町村が指定する生活関連
経路を構成する一般交通用
施設
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届出の流れ 工事着手の30日前まで
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等
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画

以下の施設間の出入口部分が対象



【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

バリアフリー基本構想とは

●重点整備地区の位置・区域
• 重点整備地区の位置、地区の範囲、地区の境界設定の考え方を記載。

●生活関連施設・生活関連経路
• 生活関連施設（３以上）、生活関連経路を位置づけ。
• 生活関連施設、生活関連経路に関するバリアフリー化に関する事項を記載。

●移動等円滑化のために必要な
事項
• 重点整備地区におけるバリア
フリー化に関する事項を記載。

✡市街地開発事業との調整
✡駐輪施設の整備等の市街地改善
✡交通手段の充実
✡ソフト施策 等

●実施すべき特定事業に関する事項

• 事業内容
• 事業者
• 事業実施時期
等を記載。

• 対象施設
• 整備内容

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、市町村が面的・一体的なバリアフリー
化の方針を示すもの。
具体的な事業化の動きがなくても、市町村全域にわたる方針を示すなど、地域におけるバリアフリー化の考え方を共有することが可能。

◎ 重点整備地区

旅客施設を中心とした地区や、高齢者、障害者等が利用する施設が集積している地区において、公共交通機関、道路、路外駐車場、
都市公園、建築物等のバリアフリー化を重点的・一体的に推進するために、市町村が作成する具体的な事業を位置づけた計画。
基本構想の作成を通じて施設管理者相互の連携・調整を行い、移動の連続性の観点から面的・一体的なバリアフリー化が可能となる。

• 基本構想の位置づけ、作成の背景、重点整備地区の特性、
計画期間等を記載。

• 市町村の求めに応じて提供すべき情報の内容等を
記載。

○ 移動等円滑化に係る基本的な方針 ○ バリアフリーマップの作成等に関する事項

［R2.6.19「教育啓発特定事業」追加］
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【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

バリアフリー基本構想作成のメリット

○当事者のまちづくりへの参加

○ 公共施設等適正管理推進事業債
（ユニバーサルデザイン事業） の活用

○ バリアフリーマップ作成等の円滑化

○ 公共交通特定事業計画に係る地方債の特例
• 旅客施設におけるバリアフリー整備を公共交通特定事業
に位置づけ、国庫補助金の交付対象となる場合に限り、
当該事業に助成を行う場合に、地方財政法第５条の規
定によらず、地方債の対象経費とすることができる。

• 基本構想に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業等につい
ては、一定の要件のもと、公共施設等適正管理推進事業債に
おけるユニバーサルデザイン事業の対象となる。（充当率：90％、
交付税措置率：30％（財政力に応じて最大50％まで引上げ））

○ バリアフリー法に基づく公共施設等のバリアフリー改修事業やその他の公共
施設等のユニバーサルデザイン化のための改修事業

＜バリアフリー改修の例＞
･･･車いす使用者用トイレ等の整備、出入口の段差解消、
エレベーターの整備、視覚障害者用ブロックの整備 等

＜その他のユニバーサルデザイン改修の例＞
･･･授乳室や託児室の整備、多言語による案内を行うための
施設の整備、観光施設等における洋式トイレの整備 等

対象事業

デジタルサイネージの整備
事業費：数十万円～数百万円（１台）

多目的トイレの整備
事業費：４００万円程度

【事業イメージ】

出入口の段差解消
事業費：３０万円程度

• 基本構想にバリアフリーマップの作成等について明記した場
合、各施設の管理者等からバリアフリー化の状況等を報告
させることができ、円滑な情報収集が可能となる。

（総務省作成資料より）

○ 道路、公園等及び鉄道駅のバリアフリー化
事業に対する交付金・補助金の重点配分

• 道路事業や市街地整備事業、都市公園・緑地等事業等
において歩行空間の整備や公園施設のユニバーサルデザイ
ン化を図る場合、基本構想に位置づけられた地区は、社
会資本整備総合交付金等の重点配分の対象となる。

• 鉄道駅のバリアフリー化の整備に関する補助制度について、
基本構想に位置づけられた鉄道駅の事業は、補助金の重
点配分の対象となる。

対象施設
義 務：旅客施設、特定道路
努力義務：特定路外駐車場、特定公園施設、特別特定建築物

情報提供の内容
エレベーターの有無、
障害者用のトイレや駐車施設の有無・数 等
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○ 既存施設も含めたバリアフリー整備の推進
• 特定事業を設定することにより、既存施設もバリアフリー整備の義
務化の対象となり、バリアフリー化を推進することが可能となる。

• 地域住民である高齢者、障害者等の意見反映措置により、当
事者参加による誰もが参加しやすいまちづくりが可能となる。



【機密性２】

作成日_作成担当課_用途_保存期間発出元 → 発出先

（参考）基本構想に位置づけられる特定事業

5

路外駐車場特定事業
車椅子使用者用駐車区画
の整備等

都市公園特定事業
園路の段差解消
障害者対応型トイレの整備等

公共交通特定事業
ノンステップバスの導入

ホームドアの設置等

建築物特定事業
建築物内のエレベーター
設置等の段差解消

障害者対応型トイレの
整備

交通安全特定事業
音響式信号機
残り時間のわかる信号機

エスコートゾ－ンの設置

道路特定事業
視覚障害者誘導用
ブロックの設置

車道との段差解消

教育啓発特定事業

小学生による公共交通の
利用疑似体験

・小中学校におけるバリアフリーに関する教育（バリアフリー教室）
・公共交通事業者における接遇の向上に向けた研修の実施
・障害者用トイレ、鉄道・バスの優先席、鉄道駅等のエレベーターの適正利用
に関する広報啓発の集中的な実施
・高齢者、障害者等が公共交通機関等を利用する際に直面する困難や必要
とする支援について理解するための講演会 等

タクシー事業者における
ユニバーサルマナー研修

R2バリアフリー法改正により、従来のハード整備に関する事業に加え、新たにソフト事業を創設

【教育啓発特定事業のイメージ】

（想定される事業）



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マスタープラン・基本構想を作成するために・・・ 

①移動等円滑化促進方針・バリアフリー基本構想作成に関するガイドライン 

 マスタープラン・基本構想の作成について、関係事業者との調整、連携や住民参

加を含む各種作業の手順等、作成するにあたっての留意点等を示したものとなっ

ています。こちらのガイドラインは、本省ホームページ(以下 URL)に掲載されて

います。 

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/sosei_barrierfree_tk_000012.html 

 

②職員・バリアフリープロモーター派遣 

 東北運輸局では、ノウハウを必要としている市町村に、職員や外部のバリアフリ

ープロモーターを派遣して、バリアフリー法の説明、マスタープラン・基本構想作

成までの流れ、作成メリットの紹介、補助制度の説明、他市町村の実例紹介などを

実施します。 

③マスタープラン・基本構想作成にあたっての国の支援 

 「地域公共交通バリアフリー化調査事業」と呼ばれるバリアフリー化の促進を図

るための調査経費を支援する事業があります。 

東北運輸局 交通政策部 共生社会推進課 022-791-7513 

青森運輸支局   017-739-1501 

岩手運輸支局   019-638-2154 

宮城運輸支局   022-235-2517 

石巻海事事務所  0225-95-1228 

気仙沼海事事務所 0226-22-6906 

秋田運輸支局   018-863-5811 

山形運輸支局   023-686-4711 

福島運輸支局   024-546-0345 

連絡先 


